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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月17日(2016.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の遊技媒体を貯留可能な貯留手段と、
　前記貯留手段に貯留された遊技媒体を通過口を介して発射位置に送り出す球送り手段と
、
　前記球送り手段により前記発射位置に送り出された遊技媒体を遊技領域に向けて一つず
つ発射可能な発射手段と、
　を具備する遊技機であって、
　前記球送り手段は、
　金属板材における第１板面部を第２板面部に対して屈曲させて、遊技媒体に設けられた
線材の進入しうる隙間が形成された不正防止部材を具備し、
　前記金属板材における前記第２板面部の面積は、前記第１板面部の面積よりも大きく、
　前記球送り手段には、前記不正防止部材を収容可能な収容部が形成され、
　該収容部は、少なくとも前記金属板材における前記第２板面部を位置決めする位置決め
部を有し、
　前記金属板材には、遊技媒体に設けられた線材を前記隙間に向けて誘導可能な誘導部が
設けられ、
　前記不正防止部材は、前記通過口の、前記発射位置から発射された遊技媒体の進行方向
側の部位に前記隙間が位置するように、前記収容部に収容される
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、
　複数の遊技媒体を貯留可能な貯留手段と、
　前記貯留手段に貯留された遊技媒体を通過口を介して発射位置に送り出す球送り手段と
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、
　前記球送り手段により前記発射位置に送り出された遊技媒体を遊技領域に向けて一つず
つ発射可能な発射手段と、
　を具備する遊技機であって、
　前記球送り手段は、
　金属板材における第１板面部を第２板面部に対して屈曲させて、遊技媒体に設けられた
線材の進入しうる隙間が形成された不正防止部材を具備し、
　前記金属板材における前記第２板面部の面積は、前記第１板面部の面積よりも大きく、
　前記球送り手段には、前記不正防止部材を収容可能な収容部が形成され、
　該収容部は、少なくとも前記金属板材における前記第２板面部を位置決めする位置決め
部を有し、
　前記金属板材には、遊技媒体に設けられた線材を前記隙間に向けて誘導可能な誘導部が
設けられ、
　前記不正防止部材は、前記通過口の、前記発射位置から発射された遊技媒体の進行方向
側の部位に前記隙間が位置するように、前記収容部に収容される
　ことを特徴とする。
　また、本発明とは別に開示する別発明では、遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込ま
れる遊技領域と、前記遊技領域に設けられる受入口と、前記受入口への遊技媒体の受け入
れに基づいて所定の当落判定を行う抽選手段と、前記所定の当落判定の結果が当たりであ
ることに基づいて、予め定められた所定の実行態様で大当たり遊技が実行される一般当た
り、または、前記所定の実行態様とは異なる複数の実行態様のうちいずれかの実行態様で
大当たり遊技が実行される投機当たりを、付与可能な状態とする複当たり付与手段と、遊
技者の操作によって前記遊技領域に打ち込まれた遊技媒体を用いて付与される当たりを決
定するものであり、前記一般当たりまたは前記投機当たりを付与可能な状態とされつつも
、常には前記投機当たりよりも前記一般当たりが付与されやすい態様で、付与される当た
りを決定する当たり決定手段と、前記当たり決定手段による決定に基づいて大当たり遊技
の実行態様を決定するものであり、前記当たり決定手段により付与される当たりとして前
記投機当たりが決定されたときには、内部抽選により前記複数の実行態様のうちいずれか
の実行態様に決定する実行態様決定手段と、前記実行態様決定手段により決定された実行
態様での大当たり遊技を実行する大当たり遊技実行手段と、を備え、前記当たり決定手段
は、常には前記投機当たりよりも前記一般当たりが付与されやすい態様で付与される当た
りを決定するものの、前記投機当たりを所望する態様で前記遊技媒体が前記遊技領域に打
ち込まれたときには、前記一般当たりよりも前記投機当たりが付与されやすい態様で付与
される当たりを決定する手段を有することを要旨とする。
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